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法人登録会員と個人正会員について 

 

法人登録会員と個人正会員についてご質問の多い事項をまとめましたので、会員登録の際の参考資料

としてご活用ください。 

 

１．【会員の種別について】 

・法人登録会員…当該法人正会員の役員及び雇用契約を締結している従業員のうち、法人正会員か

ら登録会員として登録申請があった者で、本協会の目的に賛同し、会員倫理規程

の遵守を誓約する者。 

・個人正会員…本協会の目的に賛同する個人で、会員倫理規程の遵守を誓約する者。 

 

２．【会員特典について】 

・会員カードの有効期限内において、会員特典をご利用いただくことができます。 

 

３．【会員の登録について】 

以下、3つのご登録方法が可能です。 

①法人登録会員のみのご登録 

②個人正会員のみのご登録 

③個人正会員と法人登録会員、両方のご登録 

 

※会員を退会された場合は、アロマテラピーアドバイザー、アロマテラピーインストラクター、ア

ロマセラピストの資格は失効いたします。資格継続をご希望の場合は、必ずいずれかの会員へ切

り替えの手続きをお願いいたします。 
 

＜個人正会員から法人登録会員＞ 

・法人登録会員の新規登録申請は随時受付しております。 

・すでに個人正会員としてご登録いただいている方が、年度途中で法人登録会員の登録申請をされ

た場合、年度末まで個人正会員と法人登録会員の両方でのご登録となります。個人正会員の退会

をご希望の場合は、「個人正会員退会届」をご提出ください。 

＜法人登録会員から個人正会員＞ 

・法人登録会員を退会される方で、個人正会員への切替をご希望の場合は、速やかに「法人登録会

員退会届」をご提出ください。なお、法人登録会員となる前に、個人正会員として登録されてい

た方とされていない方では、お手続き方法が異なります。 

※年度の途中で登録会員を退会し個人正会員への切替を希望される場合、法人登録会員を退会され

る該当年度より個人正会員へのお手続きが必要となります。 



４．【発送物のお届けについて】 

・個人正会員の方へは、自宅等の登録住所へ発送いたします。法人登録会員の方へは、法人窓口担

当者宛にまとめて発送いたします。個人正会員・法人登録会員の両方に登録をされている場合、

双方へ発送いたします。 

 ※各種試験・イベント等へのお申込みの際は、個人正会員・登録会員どちらかの会員番号でお申込みされるか

ご選択ください。選択されました会員番号により、受験票・受講証等の発送先が変更になります。 

 

５．【個人正会員として認定教室を運営されている方へ】 

・個人運営の認定教室と、法人運営の認定校は運営上の違いから区別しております。認定校への申

請を希望される方で、認定校として承認されるまで個人認定教室を継続する場合、法人登録会員

となっても個人正会員を継続することが必須となりますのでご注意ください。 

※個人認定教室は、法人認定校承認後、法人認定校へ一本化することもできます。 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

６．【よくある質問】 

Q１． 法人登録会員と個人正会員の違いを知りたい。 

A．  大きな違いは下記 2 点となります。 

    ①書類の送付先の相違 

個人正会員・・・ご自宅宛て ／ 法人登録会員・・・法人窓口担当者宛て 

    ②アロマテラピー賠償責任補償制度 自動加入の有無 

     個人正会員・・・有り ／ 法人登録会員・・・無し 

 

Q２． 法人登録会員の登録をしたため、個人正会員を退会したい。 

A．  「個人正会員退会届」をご提出ください。 

AEAJ 公式サイトの会員専用ページログイン画面左下にあります、「個人正会員退会手続

き」より書類をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、FAX・メール・郵送いずれ

かにてご送付ください。 

 

Q３． 法人登録会員を退会する場合の手続き方法を知りたい。 

A．  「法人登録会員退会届」をご提出いただく必要がございます。本書類は、法人窓口担当

者へお渡ししております。詳細は法人窓口担当者へお問い合わせください。 

 

Q４． 法人登録会員を退会するにあたり、個人正会員へ切替をしたい。 

A．  「法人登録会員退会届」の記入項目欄の「個人正会員への切替希望有無」を有りとし、「手

続き書類の送付先住所」をご記入いただきましたら、お手続きに関するご案内書類を送

付いたします。詳細は、法人窓口担当者へご確認ください。 

 

※その他ご不明点がございましたら AEAJ 事務局までご連絡をお願いいたします。 
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